
会社の規模に関わらず、全ての会社に関係します。
不安ならば、まずチェックから！

オーリンク社会保険労務士法人

TEL：047-435-5777
shinki@o-link.co.jp

〒273-0005千葉県船橋市本町2-2-7 船橋本町プラザビル2階

働き方改革が始まっています！対応できていますか？

「自社の人事労務体制が、対応できているのだろうか？」
「まずなにから取り組めばいいの？」
「今やるべきことと、後で対応すればいいことがある？」
「わかる範囲で対応したが不安。専門家に見てほしい！」
「そもそも、働き方改革って何！？ウチに関係あるの？」

働き方改革
チェックパック５万円（税別）

Step① まずは貴社の現状をヒアリング（ご面談方式）

Step② 法律で求められている基準に照らして
就業規則・雇用契約書・給与・タイムカードをチェック！

Step③ チェック結果のご報告（ご面談方式）

改善箇所の有無、改善の優先事項がわかります！

ビジネス情報交流会 ご参加の皆様へ

罰則もこの４月から開始。少しでも不安をお持ちの
事業所様はぜひ一度お問い合わせください！

会社名・店名 □チェックパックに申し込む

□一度話を聞いてみたい

□その他お問い合わせ

（ ）

住 所

電話番号

社労士に
よる！



内容
試行時期

大企業 中小企業

残業時間の上限規制
時間外労働の上限を年720時間、月100時間（休日労働含む）、
２～6ヵ月の平均80時間（同）に設定。原則は月４５時間以内
に納める必要がある。

19年4月 20年4月

有給取得の義務化 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、毎年、時季を
指定し5日の取得を義務化 19年4月

勤務間インターバル制度 終業と始業の間に一定以上の休息時間を確保する勤務間イン
ターバル制度の普及促進に努める 19年4月

割増賃金率の猶予措置廃止 月60時間を超えた時間外労働にかかる50%の割増賃金率につい
て、現在中小企業に適用している猶予措置を廃止 23年4月

フレックスタイム制の拡充 法改正により清算期間が1ヶ月→3ヶ月に延長され、月をまたい
だ労働時間の調整が可能に。労使協定締結が必要 19年4月

同一労働同一賃金 同一企業・団体における正社員と非正規社員間の不合理な待遇
差の禁止と説明義務の強化 20年4月 21年4月

働き方改革の全体像

1 １カ月の残業時間が、月４５時間以上の従業員がいる（１日平均約２時間） YES NO

2 １カ月の残業時間が、月６０時間を超える従業員がいる（１日平均約３時間） YES NO

3 年次有給休暇は正社員にだけ付与している（パート・アルバイトには無い） YES NO

4 従業員の年次有給休暇の管理（対象者・残日数・付与日）が出来ていない YES NO

5 １年で５日以上の年次有給休暇を取得する従業員がいない、もしくは少ない YES NO

6 前日の終業時間から翌日の出勤時間まで「9時間」を確保できていない YES NO

7 パート・アルバイト と 正社員とで通勤手当の上限金額が異なる YES NO

8 正社員以外（パート・アルバイト）には賞与を出す必要が無い YES NO

9 アルバイトを含む全従業員のうち、労働条件通知書を書面で渡していない人
がいる YES NO

10 会社で支給する全ての手当について、誰に・いくら（もしくは計算式）支払
うか、基準を明確に説明できない YES NO

まずは、簡単に調べてみましょう！

働き方改革対応策 簡易チェックリスト１０

１つでも「YES」があった方は、“黄色信号”かも。

まずは「働き方改革チェックパック」で、
現状を把握するところからスタートしましょう！



内容
試行時期

企業 労働者
大企業 中小企業

残業時間の上限規制 時間外労働の上限を年720時間、月100時間（休日労働含
む）、２～6ヵ月の平均80時間（同）に設定 19年4月 20年4月 △ 〇

有給取得の義務化 10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、毎年、時季
を指定し5日の取得を義務化 19年4月 △ 〇

勤務間インターバル制度 終業と始業の間に一定以上の休息時間を確保する勤務間イン
ターバル制度の普及促進に努める 19年4月 △ 〇

割増賃金率の猶予措置廃
止

月60時間を超えた時間外労働にかかる50%の割増賃金率に
ついて、現在中小企業に適用している猶予措置を廃止 23年4月 △ 〇

フレックスタイム制の拡
充

法改正により清算期間が1ヶ月→3ヶ月に延長され、月をまた
いだ労働時間の調整が可能に。労使協定締結が必要 19年4月 △ 〇

産業医の機能強化 従業員の健康管理に必要な情報の提供を企業に義務付け 19年4月 △ 〇

同一労働同一賃金 同一企業・団体における正社員と非正規社員間の不合理な待
遇差の禁止と説明義務の強化 20年4月 21年4月 △ 〇

高度プロフェッショナル
制度の創設

高収入（1,075万円以上を想定）で専門知識を持った労働者
について、本人の同意などを条件に労働時間の規制から外す。
勤務時間に縛られずに働ける代わりに、残業代や深夜・休日
手当が支払われない

19年4月 〇 △

働き方改革の全体像

1 １カ月の残業時間は、月４５時間以上の従業員がいる（１日平均約２時間） YES NO

2 年次有給休暇は正社員にだけ付けている（パート・アルバイトには無い） YES NO

3 １年で５日以上の年次有給休暇を取得する従業員がいない、少ない YES NO

4 全労働者の年次有給休暇の管理（対象者・残日数・付与日）が出来ていない YES NO

5 １カ月の残業時間は、月６０時間を超えている（１日平均約３時間） YES NO

6 前日の終業時間から翌日の出勤時間まで「9時間」を確保できていない YES NO

7 パート・アルバイト と 正社員とで通勤手当の上限金額が異なる YES NO

8 正社員と同じ仕事なのに、パート・アルバイトにだけ精勤手当が出ない YES NO

9 正社員と同じ仕事なのに、パート・アルバイトというだけで賞与が出ない YES NO

10 恒常的に休日出勤がある YES NO

11 アルバイトを含む全従業員のうち、労働条件通知書を書面で渡していない人
がいる YES NO

12 YES NO

13 YES NO

働き方改革対応策 チェックリスト


